
議案第32号 

 

備前市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

備前市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

 

 

令和6年2月20日 

 

備前市長  村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

備前市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

備前市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成27年備前市条例第53号)

の一部を次のように改正する。 

 

第4条第1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の

職を占める」を「1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務職員と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和6年4月1日から施行する。 
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議
案
第
3
2
号
参
考
資
料
 

備
前
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
)
 

(短
時
間
勤
務
職
員
の
任
期
を
定
め
た
採
用
)
 

第
4
条
 
任
命
権
者
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
(
1
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
、

常
時

勤
務

を
要

す
る

職
で

そ
の

職
務

が
当

該
短

時
間

勤
務

職
員

と
同

種
の

職
を

占

め
る

職
員

の
1
週

間
当

た
り

の
通

常
の

勤
務

時
間

に
比

し
短

い
時

間
で

あ
る

職
員

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
前
条
第
1
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
に
従
事
さ

せ
る

こ
と

が
公

務
の

能
率

的
運

営
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
で

あ
る

場
合

に
は

、

短
時
間
勤
務
職
員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
4
条

 
任

命
権

者
は

、
短

時
間

勤
務

職
員

(
地

方
公

務
員

法
(
昭

和
2
5
年

法
律

第
2
6
1

号
)
第

2
2
条

の
4
第

1
項

に
規

定
す

る
短

時
間

勤
務

の
職

を
占

め
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
職

員

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
前
条
第
1
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
に
従
事
さ

せ
る

こ
と

が
公

務
の

能
率

的
運

営
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
で

あ
る

場
合

に
は

、

短
時
間
勤
務
職
員
を
任
期
を
定
め
て
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

2
・

3
 
（
略
）
 

2
・

3
 
（
略
）
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